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１．はじめに

我が国の大学におけるバイオ・ライフサイエンス分

野の研究水準は高く，その研究成果を社会に還元し，

我が国の産業界の発達の核となることが期待されてい

る。このためには，大学発の発明を適切に保護し，産

官学が密接に協力しあい，大学発の発明の事業化を，

スピード感を持って推し進める必要がある。

わが国における，大学及び承認TLO（以下，大学等

と称する）からの特許出願件数は，2000 年頃から増加

しており，2002 年には 1,979 件であったものが，2005

年には 7,352 件と急激に増加している(1)。これらの大

学等からの出願件数の増加は，特に 2004 年 4 月の国

立大学法人化の影響が大きいと考えられるが，2005 年

から 2009 年までは，7,000 件を超える程度で推移して

おり，特許出願の量的な増加は一段落している。この

大学等による特許出願のうち，バイオ・ライフサイエ

ンス分野の発明の比率は高く，特許庁の委託研究であ

る「大学における研究成果と特許の質の関係に関する

研究」によれば，1998 年から 2008 年 3 月までの間に

特許査定あるいは拒絶査定を受けた合計 4,454 件の特

許出願を重点 8 分野に分類した場合の 19％（845 件）

を占めている(2)。特に，バイオ・ライフサイエンス分

野の発明には，例えば京都大学の山中教授の iPS 細胞

の発明に代表されるような基礎的な研究に関する発明
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バイオ・ライフサイエンス委員会第5部会では，平成21年度より「大学発バイオ知財の日本弁理士会に

おけるサポート体制の構築に関する企画・調査・立案・研究」について検討を行っている。平成22年度は，

大学知財の保護における問題点，並びに大学からの弁理士及び日本弁理士会への要望などを調査するため

に，全国の大学の知的財産部署へのアンケート及びヒアリング調査を行った。

アンケートは，バイオ・ライフサイエンス関連出願を行う学部を持つ大学を任意に抽出し，89大学中40

大学から回答を得た。また，ヒアリングは4大学に御協力をいただき実施した。これらの調査からは，特許

事務所や弁理士に対して，不満を感じていない大学と，不満を感じている大学に分かれる傾向が見られた。

不満を感じている大学は，弁理士の得意分野がわからないこと，あるいは近隣にバイオ・ライフサイエンス

を専門とする弁理士がいないことなどを挙げており，弁理士に関する情報が十分提供されていないと感じて

いるようであった。特に，地方の大学では，弁理士と直接面談する機会が少なく，意思の疎通が十分でない

ことが問題点として挙げられていた。一方，弁理士へのニーズとしては，従来の出願，特許化の業務への期

待が多かったが，「知財評価」，「リエゾン業務」，「技術移転」，「ライセンス支援」，及び「明細書作成や拒絶

対応へのセカンドオピニオン」などへのニーズもあった。
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が多く含まれており，産業化を見据えた発明の適切な

保護が期待されている。

しかしながら，大学発の発明については，「大学等か

らの特許出願においては，明細書の記載が十分でない

ため，記載不備に基づく拒絶理由（特許法第 36 条）が

多い」こと，及び「大学等により権利化された特許は，

特許請求の範囲が狭く，技術移転などを行う際に「活

用しにくい特許」となっている」ことなどの問題点が

指摘されている(3)。特許庁の平成 20 年度大学知財研

究推進事業である「大学における研究成果と特許の質

の関係に関する研究報告書」においては，前記のよう

な問題が発生する理由として，「研究者（発明者）の特

許出願に対する意識」，「大学で行われている研究範囲

が多様であること」及び「大学の発明が基礎的であり

最終製品がイメージされていないこと」などの発明者

の問題，「発明者に対する大学の知財部門担当者の数

の少ないこと」などの知財担当者の問題，及び「明細

書を作成する弁理士との打合せが不十分であること」

などの弁理士の問題が指摘されている。バイオ・ライ

フサイエンス分野の特許出願においては，最先端のバ

イオ技術のような技術の進歩が著しい分野や，医薬の

ような明細書に薬理データの記載が求められるととも

にその運用も国ごとに異なる独特な技術分野が存在す

るため，特に出願明細書の記載が重要となっている。

更に，大学発の特許を産業界において利用し産学連携

を成功させるためにも，大学発特許が「活用しにくい

特許」であってはならない。

このような状況下において，それぞれの大学におい

ても，特許を有効に取得し，産学連携を行うための試

みがなされている。例えば，東京大学のように，研究

成果を国際社会に広く還元することを目指して，大学

と産業界・社会との双方向的な連携を世界レベルで推

進するというポリシーのもとに，特許の権利化，国際

出願，技術移転，及び財務管理などを TLOや弁護士

と連携しながら行っている大学もある(4)。例えば，

2009 年の大学部門 PCT 出願においても，東京大学

は，94 件で第 7位（米国以外の大学では首位）であり，

積極的に国際的な権利取得を行い，産業界への技術移

転を積極的に行っている。

しかしながら，多くの地方総合大学や単科医科大学

などは，東京大学のように，自前で積極的な権利取得

を行い，技術移転を行う前の段階であると見受けられ

る。従って，前記のような大学発特許の問題（すなわ

ち，明細書の記載の問題，及び技術移転の際に「活用

しにくい特許」であることなど）を抱えているものと

思われる。前記のような問題を解決するために，知的

財産の専門家として，弁理士の果たすべき役割は大き

いと考えられ，大学発の知的財産の取得・活用に対す

る日本弁理士会の協力が強く望まれている(5)。

一昨年度，当部会では，日本弁理士会東北 TR 支援

ワーキンググループにおける東北 TR の支援を通じ

て，弁理士会が比較的大きな大学における支援を行う

場合の問題点等について検討を行った。昨年度は，大

学の発明を権利化及び技術移転する場合における，弁

理士に対する大学のニーズを把握するために，アン

ケート調査及びヒアリング調査を行い，大学等の知財

の抱える問題点について検討した。

２．アンケート

バイオ・ライフサイエンス関連出願を行う可能性の

ある学部（医学部，薬学部，理学部，農学部，及び理

工学部等）を持つ国立大学，公立大学，及び私立大学

を任意に抽出し，89校の大学へアンケートを送付し，

40 大学から有効な回答を得た。回収率は 45％であっ

た。アンケートは，「特許の出願実績」，「特許事務所及

び弁理士に対する意見」，「弁理士，特許事務所，及び

弁理士会に対する要望」等に関する 19項目について

行ったが，紙面の関係上，すべての項目の結果につい

て，御紹介することができないことを御了解いただき

たい。また，アンケートは，各大学の知財担当者の方

から御回答いただいたが，各大学の公式見解ではない

ことを御了解いただきたい。

（１） バイオ・ライフサイエンス関連特許の出願実績

平成 21 年のバイオ・ライフサイエンス関連の出願

件数は，40 大学のうち，「10 件未満」が 11 大学，「10

件以上 30 件未満」が 20 大学であったが，「30 件以上

50 件未満」が 5大学，「50 件以上 100 件未満」も 4大

学あった（図 1）。最も出願件数の多かった大学は，バ

イオ・ライフサイエンス関連以外のすべての特許出願

を合わせると 300 件以上の特許出願を行っていた。日

本の大手の製薬会社でも，年間の出願件数は 100 件未

満であり，バイオ・ライフサイエンス分野における大

学の出願件数は，決して少ないものではない。また，

医薬関連の特許出願などは，ライセンス契約のために

外国出願が必須であり，従って，PCT出願等を利用し

た外国出願もかなりの件数があった。
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［図 1］ バイオライフサイエンス関連の出願件数

（２） 特許事務所及び弁理士に対する意見

大学の出願実務においては，40 大学のうち 35 大学

が，「すべての出願を特許事務所に依頼している」との

回答であった。大学内で明細書を作成している大学は

5大学で，明細書の作成については，特許事務所（弁理

士）への依存度は高い。

「バイオ・ライフサイエンス関連の特許出願で，弁理

士又は特許事務所に対して，明細書の作成等において

不満を感じたことがありますか」との質問に対する回

答を表 1に示す。この質問は，問題点を列挙した質問

であったにもかかわらず，「特に不満を感じていない」

と回答した大学も 7大学あった。不満を感じていない

大学は，特定の弁理士に依頼を行い，それらの弁理士

と緊密に連絡を取ることにより，円滑に出願業務を

行っているようである。また，不満がある場合は，そ

の都度，解決を図っているとの回答もあった。

一方で，不満を感じている大学は，弁理士の得意分

野がわからないこと，あるいは近隣にバイオ・ライフ

サイエンスを専門とする弁理士がいないことなどを挙

げており，弁理士に関する情報を十分に得ることがで

きないと感じているようである。また，弁理士からの

十分なアドバイスを受けておらず，弁理士のサービス

が十分でないと感じているとの回答もあった。これは

弁理士側の問題もあるが，弁理士と発明者又は知財担

当者との面談が緊密に行えないために，弁理士が十分

なアドバイスができる情報を大学側と共有できていな

いことも原因の 1つとして考えられる。

（３） 弁理士，特許事務所，及び弁理士会に対する要

望

「バイオ・ライフサイエンス関連の出願案件で，弁理

士を探したことがありますか」との質問には，26 大学

があると答え，その方法に関しては，「個人的ネット

ワーク」で探したとの答えが圧倒的であった（図 2）。

弁理士を探す方法として，日本弁理士会のホームペー

ジの「弁理士ナビ」を活用する方法が挙げられるが，

十分には活用されていないように見受けられる。

［図 2］ 弁理士の探し方について

「バイオ・ライフサイエンス関連の特許出願におい

て，特にバイオの特定の分野に精通した弁理士を必要

としているか」との質問に対しては，「医薬分野」，「再

生医療」，「創薬」，「二次薬効」，「癌」，及び「医学・医

療分野」などの答えが多く，医薬を専門とする弁理士

へのニーズが高かった。一方で，「医療機器」，「生体材

料」などの純粋な医薬とは若干異なる分野や，「遺伝子

関連」，「免疫学」，「抗体」，「発酵」，又は「食品栄養」

などの分野にも弁理士のニーズがあった。
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［表 1］ 弁理士及び特許事務所への不満（複数回答）

１．弁理士の技術のバックグラウンドの知識が不

足していると感じた。

9

２．出願のプラクティスが十分でないと感じた。

（例えば，請求項のドラフティングが適切でな

く記載不備などの指摘を受けた。）

9

３．大学側の出願の意図を十分に反映していない

と感じた。（例えば，請求項の権利範囲が狭

かった。）

7

４．打合せの時間が十分でないと感じた。 5

５．サポート要件や実施可能要件を満たすための

データ追加等のアドバイスが不十分だと感じ

た。

11

６．別出願を含めた総合的な出願戦略に対するア

ドバイスを十分にもらえなかったと感じた。

9



また，「知財業務でバイオ・ライフサイエンス関連の

弁理士を必要としているのはどのような場面ですか」

との質問については，「特許出願及び中間処理」（30 大

学），次いで「国際出願（PCT）及び外国での権利取

得」（19 大学）であり，弁理士に対しては，従来の業務

である特許出願及び権利の取得の場面においてのニー

ズが高かった（表 2）。更に，「出願した発明周辺の特

許出願，及び研究の方向性を含めた出願戦略」を 12 大

学が挙げており，単一の出願のみではなく，その出願

に絡んだ周辺特許の出願等に関するアドバイスを受け

たいというニーズも高いと考えられる。周辺特許の出

願等に関するアドバイスは，従来も弁理士が単一の特

許出願時にアドバイスをすることもあるが，発明者及

び大学の担当者とのコミュニケーションが十分でない

場合は，アドバイスすること自体が困難であると考え

られる。すなわち，発明者との十分なコミュニケー

ションがあって，初めて周辺特許の出願等のアドバイ

スが可能であることから，アドバイスができる環境を

整えていくことが重要である。更に，少数ではある

が，「知財評価」，「リエゾン業務」，又は「技術移転」

などへの期待もあり，弁理士のニーズは大きいものと

考えられる。

［表 2］

１．特許出願及び中間処理 30

２．国際出願（PCT）及び外国での権利取得 19

14．大学の特許権の侵害調査 1

15．ライセンス先の紹介 1

16．知財活用戦略（特許の譲渡など） 1

17．特許マップの作成 1

３．学内の研究における発明の発掘（リエゾン業

務）

2

４．出願した発明周辺の特許出願，及び研究の方

向性を含めた出願戦略

12

５．発明の製品化（事業化）を含めた出願戦略 4

６．発明者への特許教育 4

７．ライセンス契約支援 0

８．訴訟支援 0

９．発明の製品化に関する事業戦略 0

10．出願前の特許調査 4

11．発明の実施品（製品）の第 3者特許の侵害調

査

0

12．大学発ベンチャー支援 0

13．知財評価 4

「出願・権利化において，弁理士に知財業務を依頼す

る場合に，知りたい弁理士のバックグラウンド」を尋

ねた質問に対しては，「得意分野」，「特許出願実績」，

及び「経験年数」が多かった。それに加えて「大学企

業等での研究経験の有無，研究のバックグラウンド」

（8大学），及び「企業での製品開発の経験の有無，製品

開発のバックグラウンド」（5大学）を挙げている大学

もあった（表 3）。

［表 3］

１．得意分野 22

２．バイオ・ライフサイエンス関連特許出願の経

験年数

12

３．バイオ・ライフサイエンス関連の特許出願実

績

16

７．ベンチャー企業のコンサルティング経験の有

無

0

８．侵害訴訟の経験の有無 3

９．知財評価の経験の有無 4

４．大学企業等での研究経験の有無，研究のバッ

クグラウンド

8

５．企業での製品開発の経験の有無，製品開発の

バックグラウンド

5

６．ライセンス契約の経験の有無 3

一方，「出願・権利化業務以外において，弁理士に知

財業務を依頼する場合に，知りたい弁理士のバックグ

ラウンド」を尋ねた質問に対しては，「企業での製品開

発の経験の有無，製品開発のバックグラウンド」（11

大学），「ライセンス契約の経験の有無」（11 大学），及

び「知財評価の経験の有無」（15 大学）の件数が高かっ

た。

（４） 自由意見

自由意見欄では，大学内の問題点として，「知財の評

価ができる専門家がいないこと」，「大学知財部門にラ

イフ・バイオの専門家がいない」などの人材の問題，

及び「学内の予算が不足している」などの経費の問題

などが挙げられ，いわゆるヒトと金銭面の問題は大き

いようである。ヒトの問題に関しては，ヒアリングで

も知財の人材の身分が不安定で，よい人材が確保でき

ないことが話題となっていた。

また，予算の問題を解決するために，大学は企業と

の産学連携を進めているが，企業に対しても，「自社の

製品・技術にすぐ採用できるデータがないと共同研究

やライセンスに乗って来ない企業が多い」こと，「大学

の基礎研究に磨きをかけてリスクを負って技術開発し

ようとする気迫のある企業が少ない」こと，「知財が生

じても実用化までの道が長く技術移転は難しい」こと

などの問題をあげる大学があり，これらの指摘は，大
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学と企業との産学連携が容易ではないことを示してい

る。企業側としては，すぐに製品に結びつく発明であ

れば連携がしやすいが，十分なデータが得られていな

い発明には，手を出しづらく，産学連携をスムーズに

進めるための工夫が必要であると考えられる。

更に「学部，専門が多岐にわたっており，適切な出

願ができているのか不安である。特に，先行特許の調

査が不十分とは思うものの，出願主体の教員にそれを

求めても時間が取れないようである」こと，「地方の大

学が依頼している特許事務所が関東や関西なので明細

書作成時はメールでのやりとりが中心となり，発明者

がメールを見てくれない時もあり，出願までに時間を

要する。また，メールのやりとりだとコミュニケー

ション不足となり，明細書内容に関しても不十分に

なってしまっている可能性がある」ことなどが挙げら

れ，明細書の記載が十分であるか否か，出願が適正に

行われ，権利が十分に保護されているか否かなど，不

安を抱いている大学もあるようである。

３．ヒアリング

ヒアリングは，4 大学について行った。御協力いた

だいた大学は，弁理士の多い関東及び関西の大学では

なく，弁理士の少ない地域の大学であり，地域的に弁

理士とのコミュニケーションのとりにくいと思われる

大学における問題点を抽出することを目的とした。

4 つの大学は，中堅の総合大学，医学部を持つ私立

大学，医科大学及び理工系大学であり，年間の出願件

数は，共同出願を含めて，それぞれ約 30 件，15 件，10

件，及び 80 件ほどである。

（１） 発明の掘り起こしについて

前記の中堅総合大学の場合，発明の掘り起こしの機

会としては，知的財産グループによって年 1回程度行

う発明相談会，又は年に 2，3回の弁理士による発明相

談会を活用しているとのことであった。（但し，弁理

士による発明相談会は，平成 23 年度は事業仕分けに

より中止となるようである。）更に，約 2 年前から

時々，新任の研究職員や JST の育成ステージに係る

グラントを獲得した研究職員，科研費でＢ，Ｃランク

を獲得した研究教員に対し，研究室訪問を行い，特許

出願に対する啓蒙活動を行っているとのことで，出願

件数も伸びてきているとのことである。

（２） 特許出願のスキームと弁理士の関与

前記医学部を持つ私立大学，及び医科大学の場合，

その地域にバイオテクノロジーを専門とする弁理士が

非常に少ないため，地理的に離れた関西又は関東の弁

理士に出願を依頼することになっている。バイオテク

ノロジー分野はその範囲が極めて広いために，バイオ

専門の弁理士を探して出願を依頼しても，特定の分野

においてはミスマッチではなかったかと感じるとのこ

とであった。この点に関して，特許出願を依頼する大

学側としては，弁理士の細かな得意分野についての情

報を必要だと感じているとの意見をいただいた。更

に，発明者又は知財担当者と，弁理士との Face-to-

Faceでの面談が好ましいと考えているが，地理的又

は時間的に困難な場合が多く，何らかの対応策が必要

であるとのことであった。

一方，前記中堅総合大学の場合は，地理的に比較的

関西に近いため，バイオ関連の特許出願業務を関西の

特許事務所の特定の弁理士に委任しており，ほぼ問題

なく出願ができているとのことであった。面談回数は

出願案件毎に概ね 1回であるが，3件程度の案件をま

とめて面談し，後は電話とメールでやり取りを行うこ

とで出願準備を進めるとのことであった。

（３） 特許出願における問題点

大学における特許出願の問題点として，発明者（研

究者）自身による論文，学会発表等の問題が指摘され

た。大学では学会，論文発表以外でも，修士論文や博

士論文発表会をオープンとしているため，30 条適用を

受けている特許出願の割合は，例えば前記総合大学で

は，大学単独の出願のうち約 5 分の 1を占めていると

のことであった。

また，その発明そのものについての発表ではない

が，発明者が関連する研究の発表をしていることも多

い。そのような場合，他者の先行技術文献との差別化

は可能であっても，発明者自身の発表（先行技術文献）

との差別化が困難なため，権利化できないという事態

が生じることがある。発明者はそのような発表につい

て，知財担当者や弁理士に自発的には開示してくれな

い場合も多い。さらに，大学の研究者はネガティブ

データを出したがらない傾向がある。しかし，このよ

うなネガティブデータは，比較例として明細書に記載

することにより，特許性（進歩性）の主張にとても有

効となる場合がある。当該傾向は，大学等の研究者に

限られるものではないが，このような研究者（発明者）

の傾向を熟知し，特許出願前にそのような情報を引き

出せる弁理士が望ましいとの意見があった。
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（４） ライセンス活動について

前記の中堅総合大学は，大学単独の出願についての

ライセンス活動は，概ね，TLO（広域）に委託してい

る。ただし，TLOが特許出願人になる（特許を受ける

権利を譲受する）ことはない。TLO のライセンス活

動の対象となる案件は TLO と協議し，興味を示した

ものになるため，TLOが興味を示さなかった場合，大

学独自でライセンス活動を行っている出願案件もあ

る。大学単独の出願が 30 数件として，15 件強の出願

について独自で，15 件弱の出願についてTLOでライ

センス活動を行っている。しかしながら，一般的には

知財収入が最も多い日本の TLO であっても，米国に

は言うに及ばず，韓国のベスト 10 の大学にも及ばな

いライセンス収入しかあげられていないという実情が

ある。従って，大学発のビジネスモデルの構築に成功

する日本の大学が 1つ出てくることにより，他の大学

がそれに続くことができ，ひいては日本の大学として

他国の大学に劣らないライセンス収入をあげられるの

でないかとの意見があった。

（５） 知財部門の人材確保について

大学職員の区分は行政職か教育職しかなく，特許発

明の技術内容を理解できる行政職の人材確保が制度面

からも非常に難しい。また，平成 22 年度でコーディ

ネータ派遣事業が終了したため，知財部門の人材確保

が予算面から難しくなるとのことであった。更に，知

財部門の予算の大半が人件費であるが，大学発の特許

出願は技術分野が広範であるため，広い技術分野をカ

バーできる人材を確保したいができないという状況で

ある。身分保障の伴うポストがなければ，若手の優秀

な人材を確保することが難しいとの意見があった。

（６） 大学の特許出願のポリシーについて

前記の医科大学の知財担当者の方からは，大学は研

究，教育，診療等がメインであり，特許発明を実施す

ることはほとんどない。ここで，明細書（特に実施例）

の記載と比べてあまりにも広すぎる範囲で権利化を目

指し，例えば無効理由を包含する状態で権利化される

と，民間企業の実施，改良発明の研究，ライセンス契

約が敬遠されるのではないかとの懸念を持っていると

の意見をいただいた。

そのため，今後，大学の特許出願と民間企業の特許

出願とは，役割分担を明確にすべきではないか。具体

的には，（１）大学の特許出願に係る発明はシーズにつ

いて出願し，このような特許出願に基づいて，民間企

業とライセンス契約，共同研究契約をし，企業は特許

発明の実施をし，その利益を大学，発明者に研究費と

して還元する，（２）優先期間内は，厳密に公開まで秘

密保持を遵守するのではなく，秘密保持契約を結んだ

上で実施化してくれる民間企業，共同研究を行ってく

れる民間企業に積極的に公開し，ある程度期間が経過

したら特許を受ける権利を民間企業に譲渡し，費用負

担，手間を軽くする，等のビジネスモデルを積極的に

導入，構築すべきである。すなわち，大学が単独で権

利化を目指すのではなく，企業との連携が重要である

と考えられているようである。このような考え方は，

他の大学の知財関係者からお聞きしたこともあり，大

学の特許出願に基づいて民間企業と連携し，共同研

究，実施許諾の契約を積極的に結ぶことが重要である

と感じた。

（７） 弁理士会への要望

日本弁理士会に対しては，以下のような要望があっ

た。

（ａ） 出願明細書等案や拒絶理由通知の応答案などを

担当弁理士から提示される際，当該案が妥当かど

うかを判断できないため，セカンドオピニオンを

お願いできるスキームを提供して欲しい。

（ｂ） 経済産業局や発明協会による，「発明者への特

許教育（講師派遣）」のスキームが，平成 23 年度

から廃止となるため，弁理士会で何らかの無償の

特許教育スキームを設けて欲しい。

（ｃ） ライセンス契約のできる弁理士についてニーズ

があるため，弁理士会で派遣制度を設けて欲し

い。

４．まとめ

国立大学は 2004 年度に法人化され，知的財産本部

を作る等して自ら大学発明を知的財産として管理・保

護・活用する体制作りを開始した。私立大学もそれに

合わせて知財本部を整備する大学が増加した。それか

ら 6年以上経過し，特許出願の費用対効果を評価した

り，制度を見直したりしている大学も多い。また，

TLO を大学外部から大学内に取り込む動きも増加し

ている。そこで，大学知財の現状と問題点を調査する

ためにアンケート調査を行った。その結果，弁理士に

満足している大学と不満を感じている大学に分かれる

傾向がみられた。不満を感じている大学は，弁理士の

専門分野の不一致，大学側とのコミュニケーション不
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足，戦略等のアドバイスが不十分な点等に不満を持っ

ていた。また，バイオの得意な弁理士が近くに見当た

らず，遠い関西や関東の弁理士事務所に依頼して，直

接面談しないで出願を依頼しているケースもあった。

こうしたことから，バイオの得意な弁理士を探しやす

くする必要があると思われた。例えば，バイオイン

フォマティックスの分野で得意な弁理士を容易に検索

できるようなシステムの構築が望まれていた。

また，弁理士に求められるニーズは，出願，権利化

業務以外に，調査，知財評価等が若干あり，ライセン

スの需要は少なかった。これは弁理士がライセンスを

するケースが少ないためではないかと考えられるが，

海外の法律事務所では特許弁護士がライセンス活動を

している事例もあることから，今後は弁理士がライセ

ンス活動を積極的に行うことも考えられる。

弁理士に対するライセンス自体のニーズは少なかっ

たが，企業での製品開発経験，ライセンス契約経験を，

出願以外の業務を依頼する際の参考にする大学は多

かった。

予算に関しては，リーマンショック以来，企業との

共同研究，共同出願が減少しており，大学の知財予算

も減少している大学も多い。また，出願の中間処理費

用が増加しており，新規出願については抑制する傾向

にある大学も多い。加えてこれまでに出願した特許費

用をどう回収するか，どの特許を処分するかの見直し

を迫られている大学もある。

上記アンケートの結果と大学の要望により 4大学を

訪問してヒアリングを行った。ヒアリングを行った前

記中堅総合大学は地方の国立総合大学であるが，ほと

んど事務職員 2 人と広域 TLO から派遣された部員だ

けで特許出願とライセンス等の産学連携活動業務を

行っていた。この大学では，年間 30 件程度の出願が

されているが，その地域を含む広域 TLO に発明評価

とライセンスを委託することで，大学側は事務職員の

みで特許出願・ライセンス活動・ベンチャー支援業務

を行うことができており，ライセンス収入も最近では

相当増えているとのことであった。この大学の例か

ら，必ずしも企業知財部OBや弁理士等の専門家が雇

用されている知的財産本部を持たない大学でも，知財

の活用はある程度は可能であると見受けられる。但

し，専門家である知財部員の代わりに TLO の社員が

その大学に常駐し，その TLO 社員が大学発の発明の

評価をし，ライセンスもすることでうまく動いている

面があるので全く専門家がいないというわけではな

く，いわば外部からの専門家支援を受ける形である。

上述したとおり，知財の専門家のいる知的財産専門

部署を持たない大学であっても，TLO部員等，知的財

産（ライセンス）専門家との連携により，知財の発掘

から権利化，活用までを一定レベルで遂行できると思

われた。但し，上述したケースは，TLO 社員が常駐

し，かつ，当該 TLO自体が経営的に成功している事

例である。文部科学省の予算が取れず，事務職員のみ

で知的財産を扱うような大学については，上述した

TLO 部員の役割を弁理士（特許事務所）が担うこと

も，可能な場合もあると考えられる。

大学のバイオ特許の別の問題点として，地域によっ

てはバイオテクノロジー専門の弁理士がいないか，極

端に少ないことが挙げられる。その場合，大阪や東京

等の都市部の弁理士に依頼している大学が多いようで

ある。中には直接会うのではなく，メール，電話と

FAX のみで出願している大学もあり，TV 会議や

skypeを活用するなどインターネットを活用した特許

相談を希望する大学もあった。北海道等では発明協会

が定期的な TV 会議による発明相談を行っているの

で，弁理士会でも現在の面談と電話相談のみでなく支

部との TV 会議や skypeによる発明相談を実施する

ことも検討に値することではないだろうか。

地方大学の知的財産本部に限ったことではないが，

知財人材の確保が予算面，制度面から難しいという大

学も多い。身分保証の伴う正職員のポスト（永久職）

がなければ若手の優秀な人材が採用しにくく，また，

定着しにくいという問題がある。これについては，事

務職中に特別職の枠を設けることもできるが，永久職

とするのは難しいのが実情である。専門職員でかつ永

久職のポストを作るか，又は教員系列のポストを確保

することが望ましい。

また，大学知財部署がライセンスを主たる業務とし

ている場合，出願業務にかけられる工数が限られるた

め，出願については，弁理士と発明者の教員が直接や

り取りして出願する場合がある。こういう場合は，教

員の希望がうまく伝わらず教員の意図通りの権利が取

れなかったり，教員の言うとおりに請求の範囲を書く

ことで実施例に比べて非常に広い請求の範囲となり，

実施可能要件に問題を抱えた明細書になる等の問題が

起こりやすい。企業知財部の場合は，知財部員が研究

者の出したデータや文章を特許出願に適した形にして
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から特許事務所に依頼する場合も多いが，ライセンス

を主たる業務としている大学知財部でそれができない

ケースもある。するとライセンスに必要な部分が適切

に権利化されなかったり，強い特許が取得できなかっ

たりするおそれもある。知財に関する知識があまりな

い大学教員と直接弁理士がやり取りすることになり，

弁理士側の負担が大きくなるという問題もある。しか

し，今後は弁理士もそうした要望にも対応できる能力

が求められると考えられる。

さらに，大学の出願分野は多岐にわたっており，少

数の知財担当者が全ての分野について，調査や出願明

細書チェックを十分行えているか不安を抱える大学も

あった。そのような大学からはセカンドオピニオンを

求める声もあった。

大学知財についてはもっと深刻な問題が山積してい

るかと予想していたが，アンケート結果からは意外に

問題意識の無い（少ない）大学が多かった。現状の弁

理士にも満足している大学もかなり多い。ライセンス

収入が少ないことを問題にしている大学も予想外に少

なかった。これは今回のアンケートの対象が主に出願

担当者であったことと関係している可能性もあり，今

後は別の立場（ライセンス部署等）の関係者にアン

ケートすることも有益な可能性がある。

弁理士に対して，セカンドオピニオンやライセンス

活動を期待する大学もあるので，これらのニーズに弁

理士が適切に対処することにより，大学の知財収入を

増やすことができれば大学の知財予算も増加し，結果

として特許出願件数も増加することが期待できる。

リーマンショックや東日本大震災で研究費や知財予

算が削られている企業に比べ，研究費があまり削られ

ていない大学の発明を適切に権利化することで日本の

国際競争力を高め，知財立国にも貢献できる。

今後もこのようなヒアリングを継続することで，大

学の知財の保護における問題点を把握し，弁理士及び

日本弁理士会への要望を発掘することは有意義であろ

う。

なお，アンケート及びヒアリングに際し，御協力い

ただいた大学の知財部門の皆様に，この場を御借りし

て，厚く御礼を申し上げます。
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